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(57)【要約】
【課題】Ｗｅｂドキュメントから専門用語を自動的に抽
出する専門用語抽出装置を提供すること。
【解決手段】本装置のクロール部が、専門分野ごとのＵ
ＲＬリストを用いて、Ｗｅｂページのコンテンツを収集
する。ＵＲＬリストは、常にＵｐ－Ｔｏ－Ｄａｔｅに更
新する。次に、本装置の単語抽出部によって、収集され
たＷｅｂページのコンテンツのテキストを形態素解析し
品詞に分類して、カタカナ語彙と全字種の語彙を抽出す
る。この際、助詞や接続詞など専門用語になりにくい品
詞は抽出対象から除外する。そして、本装置のカタカナ
用語抽出部によって、抽出されたカタカナ語彙に対して
、ＦＬＲ法を用いて、重要度の計算を行い重要度の高い
カタカナ用語を抽出する。さらに、専門用語抽出部によ
って、カタカナ用語と、先に抽出された全字種の語彙と
の共起ヒット情報を計算して、専門用語を抽出する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｗｅｂページから専門用語を抽出する専門用語抽出装置であって、
　専門分野ごとに定められたＵＲＬリストに含まれたＵＲＬにアクセスし、前記Ｗｅｂペ
ージのコンテンツを収集するクローラ部と、
　前記コンテンツを形態素解析し、カタカナ語彙と全字種語彙を抽出する単語抽出部と、
　前記抽出されたカタカナ語彙に対して、ＦＬＲ法を用いて前記カタカナ語彙からカタカ
ナ用語を抽出するカタカナ用語抽出部と、
　前記カタカナ用語抽出部によって抽出されたカタカナ用語と、前記単語抽出部によって
抽出された全字種語彙とを、ＴＦＩＤＦ値とシンプソン係数値を組み合わせた共起ヒット
情報を計算して、専門用語を抽出する専門用語抽出部と、
　を備えた専門用語抽出装置。
【請求項２】
　前記カタカナ用語抽出部は、前記ＦＬＲ法に代えて、Ｃ－Ｖａｌｕｅ法を用いる、請求
項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記カタカナ用語抽出部は、前記ＦＬＲ法に代えて、ＭＣ－Ｖａｌｕｅ法を用いる、請
求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記専門用語抽出部は、前記シンプソン係数値に代えて、相互情報量値を用いる、請求
項１乃至３に記載の装置。
【請求項５】
　前記専門用語抽出部は、前記シンプソン係数値に代えて、ダイス係数値を用いる、請求
項１乃至３に記載の装置。
【請求項６】
　前記専門用語抽出部は、前記シンプソン係数値に代えて、ジャガード係数値を用いる、
請求項１乃至３に記載の装置。
【請求項７】
　前記専門用語抽出部は、前記シンプソン係数値に代えて、コサイン類似度値を用いる、
請求項１乃至３に記載の装置。
【請求項８】
　前記専門用語として、アダルト専門分野における掲載禁止用語を抽出する請求項１乃至
７に記載の装置。
【請求項９】
　Ｗｅｂページから専門用語を抽出するための方法であって、
　専門分野ごとに定められたＵＲＬリストに含まれたＵＲＬにアクセスし、前記Ｗｅｂペ
ージのコンテンツを収集するステップと、
　前記コンテンツを形態素解析し、カタカナ語彙と全字種語彙を抽出する単語抽出ステッ
プと、
　前記抽出されたカタカナ語彙に対して、ＦＬＲ法を用いて前記カタカナ語彙からカタカ
ナ用語を抽出するカタカナ用語抽出ステップと、
　前記カタカナ用語抽出ステップによって抽出されたカタカナ用語と、前記単語抽出ステ
ップによって抽出された全字種語彙とを、ＴＦＩＤＦ値とシンプソン係数値を組み合わせ
た共起ヒット情報を計算して、専門用語を抽出する専門用語抽出ステップと、
　を含む方法。
【請求項１０】
　Ｗｅｂページから専門用語を抽出するためのコンピュータ・プログラムであって、
　コンピュータに、
　専門分野ごとに定められたＵＲＬリストに含まれたＵＲＬにアクセスし、前記Ｗｅｂペ
ージのコンテンツを収集するステップと、
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　前記コンテンツを形態素解析し、カタカナ語彙と全字種語彙を抽出する単語抽出ステッ
プと、
　前記抽出されたカタカナ語彙に対して、ＦＬＲ法を用いて前記カタカナ語彙からカタカ
ナ用語を抽出するカタカナ用語抽出ステップと、
　前記カタカナ用語抽出ステップによって抽出されたカタカナ用語と、前記単語抽出ステ
ップによって抽出された全字種語彙とを、ＴＦＩＤＦ値とシンプソン係数値を組み合わせ
た共起ヒット情報を計算して、専門用語を抽出する専門用語抽出ステップと、
　を実行させるコンピュータ・プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ドキュメントからの専門用語抽出装置、方法及びプログラムに関する。特に
、Ｗｅｂドキュメントからの専門用語抽出装置、方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　様々な分野において、専門用語のデータベースを作成したり、データベースから専門用
語を検索したりするために、専門分野のドキュメントから専門用語の抽出が行われている
。従来、専門用語の抽出は当該分野の専門家が人手でドキュメントを精査し、抽出してい
たが、その作業を自動化するための試みが複数なされている。例えば、非特許文献１には
、単名詞を含む単名詞バイグラムの左右に連接する単名詞を抽出し、その頻度を基にスコ
アリングを行い、専門用語を抽出する方法が開示されている。又、特許文献１には、大量
の専門用語が抽出される分野において、専門用語辞書を最新状態にメンテナンスするため
に、ある用語の関連語の同族語、類似語の同族語を抽出することで、多様な周辺語彙を網
羅的に情報収集し、新語登録などのメンテナンス作業を効率化する方法が開示されている
。
【非特許文献１】出現頻度と連接頻度に基づく専門用語抽出、湯本他、自然言語処理、１
０（１）２７－４５，２００３年１月
【特許文献１】特開２００５－２２２２６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、特許文献１及び非特許文献１に記載の技術では共に、専門用語を抽出す
る対象ドキュメントが既にデータベースに保存されており、かつ専門用語と関連する分野
のドキュメントである（特許文献１であれば、医学・生物分野、非特許文献１であれば、
情報処理分野）ことを前提としている。そのため、対象とするドキュメント数が限定され
て、高精度で専門用語を抽出することができた。しかし、対象をＷｅｂサイト全体に広げ
た場合、Ｗｅｂドキュメントは分野ごとに分類されていないという問題があり、専門用語
を抽出する前に、まず対象とするＷｅｂドキュメントをＷｅｂ上から収集する必要がある
。又、Ｗｅｂサイトは次々に更新されるという特徴があり、さらに企業や官公庁だけでな
く、個人の趣味・嗜好の基に作成されるものも多く存在するため、学術論文などに比べて
ノイズとなる情報がドキュメント中に多く含まれている可能性が高く、上記の技術とは別
の視点が必要となる。
【０００４】
　本発明は、上記課題に鑑み、Ｗｅｂドキュメントから専門用語を自動的に抽出する専門
用語抽出装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明では以下のような解決手段を提供する。
【０００６】
（１）　Ｗｅｂページから専門用語を抽出する専門用語抽出装置であって、



(4) JP 2008-257511 A 2008.10.23

10

20

30

40

50

　専門分野ごとに定められたＵＲＬリストに含まれたＵＲＬにアクセスし、前記Ｗｅｂペ
ージのコンテンツを収集するクローラ部と、
　前記コンテンツを形態素解析し、カタカナ語彙と全字種語彙を抽出する単語抽出部と、
　前記抽出されたカタカナ語彙に対して、ＦＬＲ法を用いて前記カタカナ語彙からカタカ
ナ用語を抽出するカタカナ用語抽出部と、
　前記カタカナ用語抽出部によって抽出されたカタカナ用語と、前記単語抽出部によって
抽出された全字種語彙とを、ＴＦＩＤＦ値とシンプソン係数値を組み合わせた共起ヒット
情報を計算して、専門用語を抽出する専門用語抽出部と、
　を備えた専門用語抽出装置。
【０００７】
（１）の構成によれば、まず、本装置に備えられたクロール部が、専門分野ごとに分けら
れたＵＲＬリストを用いて、Ｗｅｂページのコンテンツを収集（クロール）する。ＵＲＬ
リストは、常にＵｐ－Ｔｏ－Ｄａｔｅに更新する。次に、本装置の単語抽出部によって、
収集されたＷｅｂページのコンテンツのテキストを形態素解析し品詞に分類して、カタカ
ナ語彙と全字種の語彙を抽出する。この際、助詞や接続詞など専門用語になりにくい品詞
は抽出対象から除外してよい。そして、本装置のカタカナ用語抽出部によって、カタカナ
語彙から、ＦＬＲ法を用いて、重要度の計算を行い重要度の高いカタカナ用語を抽出する
。さらに、専門用語抽出部によって、抽出されたカタカナ用語と、先に抽出された全字種
の語彙との共起ヒット情報（２つの語彙が同じドキュメントで共起する度合い）を計算す
ることによって専門用語を抽出する。なお、ＦＬＲ法とは、後述するように、連接頻度Ｌ
Ｒ法（連接種類ＬＲ法）に、用語Ｗがコーパス（言語資料体）中に出現した頻度を加味し
たものである。
【０００８】
　このように、まずカタカナ語彙に着目して重要度の高いカタカナ用語を求めるカタカナ
用語抽出処理と、この重要度の高いカタカナ用語と全字種の語彙との共起ヒット情報によ
る専門用語抽出処理を行うことによって、特にカタカナ語彙を含んだ専門用語（医薬分野
、ＩＴ分野、ロボット工学分野、アダルト分野などの専門用語）に対して、膨大に存在す
るＷｅｂドキュメントから、Ｕｐ－ｔｏ－Ｄａｔｅに専門用語を自動的に抽出することが
可能になる。
【０００９】
（２）　前記カタカナ用語抽出部は、前記ＦＬＲ法に代えて、Ｃ－Ｖａｌｕｅ法を用いる
、（１）に記載の装置。Ｃ－Ｖａｌｕｅ法は、後述するように、用語Ｗを部分文字列とし
て含むより長い用語の出現頻度を、用語Ｗを部分文字列として含むより長い用語の種類数
で割った値を用語Ｗの出現頻度から補正した値を重要度とする方法である。
【００１０】
（２）の構成によれば、カタカナ用語抽出部において、ＦＬＲ法に代えて公知のＣ－Ｖａ
ｌｕｅ法を用いることができる。
【００１１】
（３）　前記カタカナ用語抽出部は、前記ＦＬＲ法に代えて、ＭＣ－Ｖａｌｕｅ法を用い
る、（１）に記載の装置。
【００１２】
（３）の構成によれば、カタカナ用語抽出部において、ＦＬＲ法に代えてＣ－Ｖａｌｕｅ
法を改良したＭＣ－Ｖａｌｕｅ法（Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　Ｃ－Ｖａｌｕｅ法）を用いること
ができる。
【００１３】
（４）　前記専門用語抽出部は、前記シンプソン係数値に代えて、相互情報量値を用いる
、（１）乃至（３）に記載の装置。
【００１４】
（５）　前記専門用語抽出部は、前記シンプソン係数値に代えて、ダイス係数値を用いる
、（１）乃至（３）に記載の装置。
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【００１５】
（６）　前記専門用語抽出部は、前記シンプソン係数値に代えて、ジャガード係数値を用
いる、（１）乃至（３）に記載の装置。
【００１６】
（７）　前記専門用語抽出部は、前記シンプソン係数値に代えて、コサイン類似度値を用
いる、（１）乃至（３）に記載の装置。
【００１７】
（４）から（７）の構成によれば、専門用語抽出部において、ＴＦＩＤＦ法とシンプソン
係数を組み合わせた方法以外にも共起ヒット情報を求める各種の手段（相互情報量値、ダ
イス係数値、ジャガード係数値、コサイン類似度値）を活用することができる。
【００１８】
（８）　前記専門用語として、アダルト専門分野における掲載禁止用語を抽出する（１）
乃至（７）に記載の装置。
【００１９】
（８）の構成によれば、専門分野としてペアレンタルコントロールに着目し、有害サイト
、特にアダルトサイトで使用されるような「掲載禁止用語」（以下、ＮＧ語彙とも呼ぶ）
を抽出する。アダルトサイトは規制しても次々と新しいサイトが出現し、又ＮＧ語彙には
カタカナが多く使用されるので、このようなＮＧ語彙を含んだサイトのフィルタリングに
本発明の手法が有効である。
【００２０】
（９）　Ｗｅｂページから専門用語を抽出するための方法であって、
　専門分野ごとに定められたＵＲＬリストに含まれたＵＲＬにアクセスし、前記Ｗｅｂペ
ージのコンテンツを収集するステップと、
　前記コンテンツを形態素解析し、カタカナ語彙と全字種語彙を抽出する単語抽出ステッ
プと、
　前記抽出されたカタカナ語彙に対して、ＦＬＲ法を用いて前記カタカナ語彙からカタカ
ナ用語を抽出するカタカナ用語抽出ステップと、
　前記カタカナ用語抽出ステップによって抽出されたカタカナ用語と、前記単語抽出ステ
ップによって抽出された全字種語彙とを、ＴＦＩＤＦ値とシンプソン係数値を組み合わせ
た共起ヒット情報を計算して、専門用語を抽出する専門用語抽出ステップと、
　を含む方法。
【００２１】
（９）の構成によれば、（１）と同様の作用効果を持つ発明を方法として提供できる。
【００２２】
（１０）　Ｗｅｂページから専門用語を抽出するためのコンピュータ・プログラムであっ
て、
　コンピュータに、
　専門分野ごとに定められたＵＲＬリストに含まれたＵＲＬにアクセスし、前記Ｗｅｂペ
ージのコンテンツを収集するステップと、
　前記コンテンツを形態素解析し、カタカナ語彙と全字種語彙を抽出する単語抽出ステッ
プと、
　前記抽出されたカタカナ語彙に対して、ＦＬＲ法を用いて前記カタカナ語彙からカタカ
ナ用語を抽出するカタカナ用語抽出ステップと、
　前記カタカナ用語抽出ステップによって抽出されたカタカナ用語と、前記単語抽出ステ
ップによって抽出された全字種語彙とを、ＴＦＩＤＦ値とシンプソン係数値を組み合わせ
た共起ヒット情報を計算して、専門用語を抽出する専門用語抽出ステップと、
　を実行させるコンピュータ・プログラム。
【００２３】
（１０）の構成によれば、（１）と同様の作用効果を持つ発明をコンピュータ・プログラ
ムとして提供できる。
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【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、カタカナ語彙が専門用語として多く使用される専門分野において、次
々と更新されるＷｅｂサイト上の膨大なドキュメント群から、人手で精査することなく自
動で専門用語抽出を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施形態について図を参照しながら説明する。
【００２６】
［システムの全体構成］
　図１は、本発明の一実施形態に係るシステム１の全体構成を示す図である。
【００２７】
　本実施形態におけるシステム１は、テキストや画像などを含んだドキュメントデータ（
例えば、インターネットやイントラネット上のＷｅｂページ）の解析を行い、ドキュメン
トデータに含まれる用語群を抽出して、該用語群から専門用語の抽出を行うシステムであ
る。本システム１では、専門用語抽出装置１０が、通信ネットワーク３０を介して、様々
なＷｅｂサイト２０と接続される。専門用語抽出装置１０は、専用装置であっても、他の
目的のサーバ上に実現してもよい。なお、専門用語抽出装置１０のハードウェアの数に制
限はなく、必要に応じて、１又は複数のハードウェアで構成してよい。
【００２８】
　Ｗｅｂサイト２０は、Ｗｅｂページを蓄積しており、通信ネットワーク３０、例えば、
インターネットなどのネットワークを通じて、これらの情報をユーザの端末に送信する機
能を有している。なお、個人や会社のホームページなどのＷｅｂページ群、又はＷｅｂペ
ージ群が置いてあるインターネット、又はイントラネット上の場所を、Ｗｅｂサイトとい
う。
【００２９】
　通信ネットワーク３０は、例えば、インターネットであり、通信回線は有線により実現
するものだけではなく、アクセスポイントを介して無線ＬＡＮにより実現するものなど、
本発明の技術的思想に合致するものであれば様々な通信技術により実現される。
【００３０】
　専門用語抽出装置１０は、専門分野ごとのＵＲＬリスト１５０１（ａ、ｂ、ｃ、ｄ、・
・・）にあるＵＲＬのＷｅｂサイト２０を参照し、該Ｗｅｂサイト２０のＷｅｂページデ
ータ（コンテンツ）を、通信ネットワーク３０を介して収集する。そして、収集したＷｅ
ｂページデータをコンテンツリポジトリ１５０２に記憶する。さらに、収集したＷｅｂペ
ージに含まれるテキストデータを形態素解析して、語彙を抽出し、専門用語を抽出する機
能を備える。
【００３１】
　ここで、ＵＲＬリスト１５０１は、管理者が、特定の分野のＷｅｂサイト２０のＵＲＬ
をリストにすることによって与えられるものとする。例えば、特定の分野とは、情報処理
分野のＷｅｂサイト２０（ＵＲＬリスト１５０１ａ）、医療・生物分野のＷｅｂサイト２
０（ＵＲＬリスト１５０１ｂ）、アダルト専門分野のＷｅｂサイト２０（ＵＲＬリスト１
５０１ｃ）、又はロボット工学関連分野のＷｅｂサイト２０（ＵＲＬリスト１５０１ｄ）
などである。こうすることで、特定の分野における専門用語を抽出することができる。こ
こでは、ＵＲＬリスト１５０１が複数ある例を示しているが、１つのＵＲＬリスト１５０
１に、ＵＲＬと特定の分野を関連付けて記憶することで実現してもよい。
【００３２】
　なお、アダルト専門分野のＷｅｂサイト２０（ＵＲＬリスト１５０１ｃ）から専門用語
を抽出するということは、公序良俗に反するような用語を抽出することである。そして、
抽出した用語を掲載禁止用語（ＮＧワード）とし、このＮＧワードを含むＷｅｂサイトの
検索に用いたり、有害サイトの特定に用いることができる。
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【００３３】
［専門用語抽出装置の機能ブロック］
　図２は、本発明の一実施形態に係る専門用語抽出装置１０の機能ブロック図である。
【００３４】
　専門用語抽出装置１０は、主として入力部１１、送受信部１２、制御部１３、表示部１
４、及び記憶部１５により構成される。入力部１１は、キーボード及びマウスなどの入力
装置を含み、専門用語抽出装置１０に対する管理者などからの入力を受け付ける機能を有
している。又、送受信部１２は、任意の通信インターフェイスを含み、装置からリクエス
トをＷｅｂサイト２０に送信する機能、及びＷｅｂサイト２０のＷｅｂページデータを受
信する機能を有している。さらに、制御部１３は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅ
ｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）を含み、専門用語抽出装置１０を制御する機能を有している。そ
して、表示部１４は、ブラウン管表示装置（ＣＲＴ）や液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）など
の表示装置を含み、データを表示する機能を有している。又さらに、記憶部１５は、ハー
ドディスクなどの内部又は外部の記憶装置を含み、データを記憶する機能を有している。
【００３５】
　専門用語抽出装置１０の制御部１３は、クローラ部１３０１、単語抽出部１３０２、カ
タカナ用語抽出部１３０３、及び専門用語抽出部１３０４を有している。クローラ部１３
０１は、通信ネットワーク３０を介して、Ｗｅｂページなどのドキュメントデータを収集
する。なお、クローラとは一般的に検索ロボットともいわれ、通信ネットワーク３０を通
じて、Ｗｅｂサイト２０からＷｅｂページデータを収集するプログラムである。そして、
クローラが、Ｗｅｂサイトを探し出す手段や、対象とするＷｅｂページデータの種類は様
々であり、クローラの管理者の設定により、収集されるＷｅｂページデータの種類や分野
も異なる。
【００３６】
　又、単語抽出部１３０２は、ドキュメント中のテキストを形態素解析して、単語を抽出
し、カタカナ語彙と、全字種の語彙とに分けて、全字種の語彙を全字種用語リスト１５０
４に記憶する。そして、カタカナ用語抽出部１３０３は、カタカナ語彙の用語ごとに重要
度（後述）を計算し、管理者の設定する閾値以上の用語を抽出し、カタカナ用語リスト１
５０３に記憶する。さらに、専門用語抽出部１３０４は、カタカナ用語リスト１５０３と
、全字種用語リスト１５０４とにおいて共起の強い用語を専門用語として抽出する。
【００３７】
　専門用語抽出装置１０の記憶部１５は、ＵＲＬリスト１５０１、コンテンツリポジトリ
１５０２、カタカナ用語リスト１５０３、及び全字種用語リスト１５０４を含んで構成さ
れる。ＵＲＬリスト１５０１は、クローラ部１３０１によるＷｅｂページデータ収集先の
Ｗｅｂサイト２０のＵＲＬを記憶する。又、コンテンツリポジトリ１５０２は、クローラ
部１３０１により収集されたＷｅｂページデータを記憶する。そして、カタカナ用語リス
ト１５０３は、カタカナ用語を記憶する。さらに、全字種用語リスト１５０４は、全字種
の語彙を記憶する。
【００３８】
［専門用語抽出処理］
　図３は、本発明の一実施形態に係る専門用語抽出処理のフローチャートである。
【００３９】
　まず、ステップＳ１０１では、専門用語抽出装置１０の制御部１３が、送受信部１２を
介して、クローラ部１３０１により、Ｗｅｂページなどのドキュメントデータを収集する
。なお、記憶部１５のＵＲＬリスト１５０１に含まれたＵＲＬに対する、Ｗｅｂサイト２
０のＷｅｂページデータを収集してもよい。
【００４０】
　次に、ステップＳ１０２では、クローラ部１３０１が、収集したドキュメントデータを
、コンテンツリポジトリ１５０２に記憶する。
【００４１】
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　次に、ステップＳ１０３では、単語抽出部１３０２が、コンテンツリポジトリ１５０２
から、ドキュメントデータを読み込む。
【００４２】
　次に、ステップＳ１０４では、単語抽出部１３０２が、ドキュメントデータのテキスト
を形態素解析する。ここで、形態素解析とは、文を形態素（例えば、言語で意味を持つ最
小単位）の列に分割し、接続詞や助詞を取り除く。形態素解析には様々な公知の手法があ
るが、いずれの手法を用いてもよい。
【００４３】
　次に、ステップＳ１０５では、単語抽出部１３０２が、ドキュメントデータのテキスト
を形態素解析した結果の中から、全字種の語彙を抽出する。そして、全字種の語彙を、全
字種用語として、記憶部１５の全字種用語リスト１５０４に記憶する。
【００４４】
　次に、ステップＳ１０６では、上述のステップＳ１０５を行うと共に、単語抽出部１３
０２が、ドキュメントデータのテキストを形態素解析した結果の中から、カタカナ語彙を
抽出する。
【００４５】
　次に、ステップＳ１０７では、カタカナ用語抽出部１３０３が、カタカナ語彙の用語ご
とに重要度（後述）を計算し、管理者の設定する閾値以上の用語を特定する。なお、カタ
カナ用語特定処理の詳細については、図４で後述する。
【００４６】
　次に、ステップＳ１０８では、カタカナ用語抽出部１３０３が、カタカナ語彙に対して
カタカナ用語特定処理を行い特定した用語群を抽出して、記憶部１５のカタカナ用語リス
ト１５０３に記憶する。
【００４７】
　次に、ステップＳ１０９では、専門用語抽出部１３０４が、カタカナ用語リスト１５０
３を用いて、全字種用語リスト１５０４の用語群の中から専門用語を特定する。なお、専
門用語特定処理の詳細については、図５で後述する。
【００４８】
　次に、ステップＳ１１０では、専門用語抽出部１３０４が、全字種用語リスト１５０４
から専門用語特定処理を行い特定した用語群を、専門用語として抽出する。そして、抽出
した専門用語と共に、カタカナ用語リスト１５０３の用語を専門用語として、専門用語辞
書に登録してもよい。
【００４９】
　図４は、本発明の一実施形態に係るカタカナ用語特定処理のフローチャートである。
【００５０】
　まず、ステップＳ１７１では、専門用語抽出装置１０の制御部１３が、カタカナ用語抽
出部１３０３により、カタカナ語彙について用語ごとに重要度を計算する。なお、重要度
の計算方法は、ＦＬＲ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｌｅｆｔ　Ｒｉｇｈｔ）法、Ｃ－Ｖａｌｕ
ｅ（Ｃｏｌｌｏｃａｔｉｏｎ－Ｖａｌｕｅ）法、ＭＣ－Ｖａｌｕｅ（Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　
Ｃｏｌｌｏｃａｔｉｏｎ－Ｖａｌｕｅ）法などがあるので以下説明する。
【００５１】
　ＦＬＲ法は、連接頻度ＬＲ法又は連接種類ＬＲ法に、用語Ｗがドキュメントデータ中に
出現した頻度Ｆを加味する方法である。詳細は（非特許文献１）を参照。連接頻度ＬＲ法
は、語彙を走査し、用語Ｗを構成する単語について、該単語の左右それぞれに単語が出現
する回数を計算する。又、連接種類ＬＲ法は、単語の左右それぞれに何種類の単語が出現
するかをカウントする。ここで、例えば、カタカナ語彙中の用語「サーバシステム、コン
ピュータシステム、オープンシステム」があり、構成する単語を分けると（サーバ｜シス
テム）、（コンピュータ｜システム）、（オープン｜システム）となり、単語「システム
」の左に単語が３回出現したので、単語「システム」の連接頻度ＬＲ法での左方スコアは
Ｌ（システム）＝３となる。又、単語「システム」の左に単語が３種類出現したので、連
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【００５２】
　一般に、単語ｗ１、ｗ２、・・・ｗｎが連なって構成する用語Ｗ＝ｗ１、ｗ２、・・・
ｗｎについて、連接頻度ＬＲ法又は連接種類ＬＲ法の用語ＷのスコアＬＲ（Ｗ）が、数１
のように定義される。
【数１】

　　ｎ：単語数
　　Ｌ（Ｗｉ）、Ｒ（Ｗｉ）：単語Ｗｉの左右それぞれに単語が出現する回数又は種類数
【００５３】
　そして、連接頻度ＬＲ（Ｗ）又は連接種類ＬＲ（Ｗ）に、用語Ｗがドキュメントデータ
中に出現した頻度Ｆ（Ｗ）を加味した、重要度ＦＬＲ（Ｗ）が、数２のように定義される
。

【数２】

　　Ｆ（Ｗ）：用語Ｗのドキュメントデータ中の出現頻度
　　ＬＲ（Ｗ）：用語Ｗの連接頻度ＬＲ又は連接種類ＬＲ
【００５４】
　又、Ｃ－Ｖａｌｕｅ法は、用語Ｗ＝ｗ１、ｗ２、・・・ｗｎについて、重要度Ｃ－Ｖａ
ｌｕｅ（Ｗ）が、数３のように定義される。Ｃ－Ｖａｌｕｅ法についての詳細は（Ｋａｔ
ｅｒｉｎａ　Ｔ．Ｆｒａｎｔｚｉ　ａｎｄ　Ｓｏｐｈｉａ　Ａｎａｎｉａｄｏｕ．Ｅｘｔ
ｒａｃｔｉｎｇ　ｎｅｓｔｅｄ　ｃｏｌｌｏｃａｔｉｏｎｓ．Ｉｎ　ＣＯＬＩＮＧ‘９６
，ｐｐ．４１－４６，１９９６．）を参照。
【数３】

　　ｎ：単語数
　　Ｔ（Ｗ）：用語Ｗを部分文字列として含むより長い用語の出現頻度
　　Ｃ（Ｗ）：用語Ｗを部分文字列として含むより長い用語の種類数
　　Ｆ（Ｗ）：用語Ｗのドキュメントデータ中の出現頻度
【００５５】
　なお、Ｃ－Ｖａｌｕｅ法は、ｎ＝１のとき（用語が単一の単語だけからなるとき）０（
ゼロ）になり、適切な重要度を示さない。そこで、ＭＣ－Ｖａｌｕｅ法では、ｎ＝１の場
合でも重要度を計算できるよう、（ｎ－１）の代わりにｎを用いている。ここで、用語Ｗ
＝ｗ１、ｗ２、・・・ｗｎについて、重要度ＭＣ－Ｖａｌｕｅ（Ｗ）が、数４のように定
義される。ＭＣ－Ｖａｌｕｅ法についての詳細は（非特許文献１）を参照。
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【数４】

　　ｎ：単語数
　　Ｔ（Ｗ）：用語Ｗを部分文字列として含むより長い用語の出現頻度
　　Ｃ（Ｗ）：用語Ｗを部分文字列として含むより長い用語の種類数
　　Ｆ（Ｗ）：用語Ｗのドキュメントデータ中の出現頻度
【００５６】
　次に、ステップＳ１７２では、カタカナ用語抽出部１３０３が、カタカナ語彙から、管
理者が設定した閾値以上の重要度の用語を特定する。このようにして、カタカナ語彙から
、カタカナの専門用語を特定することができる。
【００５７】
　図５は、本発明の一実施形態に係る専門用語特定処理のフローチャートである。
【００５８】
　まず、ステップＳ１９１では、専門用語抽出装置１０の制御部１３が、専門用語抽出部
１３０４により、カタカナ用語リスト１５０３を用いて、全字種用語リスト１５０４のそ
れぞれの用語について、共起ヒット情報を計算する。ここで、共起ヒット情報の計算方法
は、シンプソン係数値とＴＦ・ＩＤＦ（Ｔｅｒｍ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ・Ｉｎｖｅｒｓｅ
　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）法とを用いる。
【００５９】
　なお、シンプソン係数値は、用語と用語の共起の強さを測る尺度であり、スコアが０～
１の範囲で、高いほど共起が強い。そして、カタカナ用語Ｘと全字種用語Ｙについての、
シンプソン係数値Ｒ（Ｘ，Ｙ）が、数５のように定義される。

【数５】

　　｜Ｘ｜：カタカナ用語Ｘの単独ヒット数
　　｜Ｙ｜：全字種用語Ｙの単独ヒット数
　　｜Ｘ∩Ｙ｜：カタカナ用語Ｘと全字種用語ＹのＡＮＤ検索でのヒット数
【００６０】
　次に、ステップＳ１９２では、専門用語抽出部１３０４が、共起ヒット情報を基に、管
理者が設定した閾値以上の共起の強さを持つ用語を、専門用語として特定する。
【００６１】
［実施例１］
　以下、専門分野として「アダルト専門分野」を例に、カタカナ用語抽出部１３０３によ
る、重要度ＦＬＲの計算方法を具体的に説明する。図６は、実施例１に係るアダルト専門
分野のドキュメントデータのカタカナ語彙を示す図である。図６（ａ）は、カタカナ語彙
中の単語「セックス」を含む用語群である。図６（ｂ）は、単語「セックス」の左右連接
単語の出現頻度である。図６（ｃ）は、カタカナ語彙中の単語「パートナー」を含む用語
群である。図６（ｄ）は、単語「パートナー」の左右連接単語の出現頻度である。ここで
、単語「セックス」と単語「パートナー」についてＦＬＲ法による重要度を計算する。
【００６２】
　まず、連接頻度法に基づく、重要度ＦＬＲを計算する。カタカナ語彙中の単語「セック
ス」を含む用語群（図６（ａ））において、単語「セックス」の出現頻度Ｆ（セックス）
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「アナルセックス（３）、テレホンセックス（１）、オーラルセックス（１）」であるこ
とから、頻度Ｌ（セックス）がｉ＝５となる。又、右連接単語は、「セックスパートナー
（２）、セックスレス（１）」であることから、頻度Ｒ（セックス）がｉ＝３となる。こ
こで、連接頻度に基づく重要度ＦＬＲ（セックス）を計算する。
【数６】

　このようにして、連接頻度法に基づく重要度ＦＬＲ（セックス）は１４．７０と計算さ
れる。
【００６３】
　続いて、カタカナ語彙中の単語「パートナー」を含む用語群（図６（ｃ））において、
単語「パートナー」の出現頻度Ｆ（パートナー）はｎ＝２である。そして、図６（ｄ）に
示すように、単語「パートナー」の左連接単語は、「セックスパートナー（２）」である
ことから、頻度Ｌ（セックス）がｉ＝２となる。又、右連接単語は、「パートナーリレー
ション（１）」であることから、頻度Ｒ（セックス）がｉ＝１となる。ここで、連接頻度
に基づく重要度ＦＬＲ（パートナー）を計算する。
【数７】

　このようにして、連接頻度法に基づく重要度ＦＬＲ（パートナー）は４．９と計算され
る。
【００６４】
　次は、連接種類法に基づく、重要度ＦＬＲを計算する。カタカナ語彙中の単語「セック
ス」を含む用語群（図６（ａ））において、単語「セックス」の出現頻度Ｆ（セックス）
＝３である。そして、図６（ｂ）に示すように、単語「セックス」の左連接単語は、「ア
ナルセックス、テレホンセックス、オーラルセックス」であることから、種類Ｌ（セック
ス）がｉ＝３となる。又、右連接単語は、「セックスパートナー、セックスレス」である
ことから、種類Ｒ（セックス）がｉ＝２となる。ここで、連接種類に基づく重要度ＦＬＲ
（セックス）を計算する。
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【数８】

　このようにして、連接種類法に基づく重要度ＦＬＲ（セックス）は１０．４と計算され
る。
【００６５】
　続いて、カタカナ語彙中の単語「パートナー」を含む用語群（図６（ｃ））において、
単語「パートナー」の出現頻度Ｆ（パートナー）＝２である。そして、図６（ｄ）に示す
ように、単語「パートナー」の左連接単語は、「セックスパートナー」であることから、
種類Ｌ（セックス）がｉ＝１となる。又、右連接単語は、「パートナーリレーション」で
あることから、種類Ｒ（セックス）がｉ＝１となる。ここで、連接種類法に基づく重要度
ＦＬＲ（パートナー）を計算する。
【数９】

　このようにして、連接種類法に基づく重要度ＦＬＲ（パートナー）は６と計算される。
【００６６】
　このように、ＦＬＲ法に基づき、重要度を計算することができる。そして、閾値以上の
重要度の用語を、専門用語として特定する。ここで、例えば、連接頻度において、ＦＬＲ
（セックス）が１４．７０、ＦＬＲ（パートナー）が４．９の場合、閾値を８に設定する
ことで、単語「セックス」のみが専門用語として特定できる。又、連接種類において、Ｆ
ＬＲ（セックス）が１０．４、ＦＬＲ（パートナー）が６の場合、閾値を８に設定するこ
とで、単語「セックス」のみが専門用語として特定できる。こうすることにより、カタカ
ナ語彙中の用語から、閾値以上の重要度の用語を、アダルト専門分野のカタカナの専門用
語として特定できる。
【００６７】
　次に、専門用語抽出部１３０４による、共起ヒットの計算方法を具体的に説明する。図
７は、実施例１に係る共起ヒットの具体例を示す図である。
【００６８】
　まず、カタカナ用語リスト１５０３のカタカナ用語「セックス」と、全字種用語リスト
１５０４の全字種用語「胸チラ」とについて、シンプソン係数値を計算する。ここで、図
７に示す、ドキュメントデータにおける、カタカナ用語「セックス」の単独ヒット数（検
索して抽出された数）は７００９、全字種用語「胸チラ」の単独ヒット数は４５２、カタ
カナ用語「セックス」と全字種用語「胸チラ」とでＡＮＤ検索したヒット数は４１４であ
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る。ここで、シンプソン係数値Ｒ（セックス，胸チラ）が、数１０のように計算される。
【数１０】

　このことにより、カタカナ用語「セックス」と全字種用語「胸チラ」との共起の強さが
０．９１５となり、１に近いので共起が強いことがわかる。
【００６９】
　次に、カタカナ用語リスト１５０３のカタカナ用語「セックス」と、全字種用語リスト
１５０４の全字種用語「週末」とについて、シンプソン係数値を計算する。ここで、図７
に示す、ドキュメントデータにおける、カタカナ用語「セックス」の単独ヒット数は７０
０９、全字種用語「週末」の単独ヒット数は１０６３、カタカナ用語「セックス」と全字
種用語「週末」とでＡＮＤ検索したヒット数は２７８である。ここで、シンプソン係数値
Ｒ（セックス，胸チラ）は数１１のように計算される。
【数１１】

　このことにより、カタカナ用語「セックス」と全字種用語「週末」との共起の強さが０
．２６２となり、０（ゼロ）に近いので共起が弱いことがわかる。
【００７０】
　このようにして、カタカナ用語リスト１５０３のカタカナ用語と、全字種用語リスト１
５０４の全字種用語とについて、シンプソン係数値を計算する。そして、全字種用語リス
ト１５０４の全字種用語を、シンプソン係数値で降順にソートし、専門用語を抽出するが
、いくつかの問題点がある。ここで、シンプソン係数値の問題点と解決方法とについて、
図８に基づき説明する。
【００７１】
　図８は、実施例１に係る全字種用語リスト１５０４の全字種用語をシンプソン係数値で
降順にソートした図である。はじめの行には全字種用語「風俗店」がシンプソン係数値＝
１．０００であることが示されている。同様に、シンプソン係数値の降順に全字種用語が
並ぶ。
【００７２】
　ここで、シンプソン係数値の問題点の１つには、低頻度な全字種用語について、共起が
少なくてノイズである場合が多いが、シンプソン係数値が高くなりやすい問題がある。例
えば、図８の６行目　全字種用語「具体案」の０．６６７は、カタカナ用語リスト１５０
３のカタカナ用語「セックス」との、シンプソン係数値を示す。ここでは、ドキュメント
データにおける、カタカナ用語「セックス」の単独ヒット数は７００９、全字種用語「具
体案」の単独ヒット数は３、カタカナ用語「セックス」と全字種用語「具体案」とでＡＮ
Ｄ検索したヒット数は２である。ここで、シンプソン係数値は数１２のように計算されて
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いる。
【数１２】

　このことにより、カタカナ用語「セックス」と全字種用語「具体案」との共起の強さが
０．６６７となる。しかし、この場合、カタカナ用語「セックス」の単独ヒット数が７０
０９であるのに対して、全字種用語「具体案」の単独ヒット数が３と低頻度である。よっ
て、共起が強いとはいえない。そこで、全字種用語の単独ヒット数について閾値を設ける
ことで解決することができる。例えば、閾値を４に設定することにより、全字種用語「具
体案」について全字種用語から除くことができる。
【００７３】
　しかし、閾値を設定することにより、どのカタカナ用語とも共起するような全字種用語
（いわゆる一般語）は、単独ヒット数が多く、シンプソン係数値が高くなりやすい問題が
ある。例えば、図８の１０行目　全字種用語「フリーウェア」の０．６１３は、カタカナ
用語リスト１５０３のカタカナ用語「セックス」との、シンプソン係数値を示す。ここで
は、ドキュメントデータにおける、カタカナ用語「セックス」の単独ヒット数は７００９
、全字種用語「フリーウェア」の単独ヒット数は６２、カタカナ用語「セックス」と全字
種用語「フリーウェア」とでＡＮＤ検索した単独ヒット数は３８である。ここで、シンプ
ソン係数値は数１３のように計算されている。
【数１３】

　このことにより、カタカナ用語「セックス」と全字種用語「フリーウェア」との共起の
強さが０．６１３となる。しかし、全字種用語「フリーウェア」は一般語であるので、全
字種用語から除く。そこで、閾値を６３に設定することにより、全字種用語「フリーウェ
ア」について全字種用語から除くことができるが、他の全字種用語も除かれてしまう。そ
こで、公知のＴＦ・ＩＤＦ法を用いて解決をする。
【００７４】
　ＴＦ・ＩＤＦ法は、ドキュメントの特徴を示す単語を抽出する方法であり、ドキュメン
トデータの特定のページに偏って多く出現する単語ほど高スコアとなる。なお、単語Ｘに
ついてのＴＦ・ＩＤＦ値は、数１４のように定義される。

【数１４】
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　　ＴＦ：単語Ｘの全ページ中の出現頻度
　　ＤＦ：単語Ｘのページ頻度（いくつのページに跨って出現したか）
　　Ｎ：総ページ数
　ここで、具体的な例を示す。
【００７５】
　まず全字種用語「胸チラ」が、ＴＦ値＝１４２３、ＩＤＦ値＝６．０５９である場合、
ＴＦ・ＩＤＦ値は８６２２．９５３となる。又、全字種用語「フリーウェア」が、ＴＦ値
＝９７、ＩＤＦ値＝７．７９９である場合、ＴＦ・ＩＤＦ値は７５６．５４２となる。こ
こで、全字種用語「胸チラ」はＴＦ・ＩＤＦ値が高くドキュメントデータの特定のページ
に偏って多く出現していることが分かる。そして、全字種用語「フリーウェア」はＴＦ・
ＩＤＦ値が低いのでドキュメントデータ全体に、一般語として使われていることが分かる
。このことにより、例えば全字種用語「フリーウェア」のような、どのカタカナ用語とも
共起するような全字種用語について、ＴＦ・ＩＤＦ値を用い、閾値を設けることで全字種
用語から除くことができる。ここで、専門用語特定処理にシンプソン係数値とＴＦ・ＩＤ
Ｆ法とを用いた具体的な例について、図９に基づき説明する。
【００７６】
　図９は、実施例１に係る全字種用語リスト１５０４から抽出された全字種用語を示す図
である。ここで、全字種用語は、第１キー：シンプソン係数値、第２キー：ＴＦ・ＩＤＦ
値でソートしている。そして、シンプソン係数値を求める際に、全字種用語の単独ヒット
数の閾値を５６に設定し、低頻度な全字種用語を除いてある。又、全字種用語のＴＦ・Ｉ
ＤＦ値について、閾値を７６０に設定し、どのカタカナ用語とも共起するような全字種用
語を除いてある。このようにして、共起ヒット情報に基づいた、全字種用語を特定するこ
とができる。
【００７７】
　ここで、専門用語特定処理後の全字種用語の具体的な例について、図１０に基づき説明
する。
【００７８】
　図１０は、実施例１に係る専門用語特定処理後の全字種用語を示す図である。
【００７９】
　図１０に示すように、全字種用語リスト１５０４の全字種用語から、専門用語として、
「風俗店、女王、風俗嬢、・・・」といった全字種用語が抽出されている。又、全字種用
語であったが、単独ヒット数の閾値を設定することで、「具体案、介護士、やすみ、・・
・」といった全字種用語を、専門用語とすることが回避されている。さらに、ＴＦ・ＩＤ
Ｆ値を用いて、「フリーウェア、行楽地、株投資、・・・」といった全字種用語を、専門
用語とすることが回避されている。すなわち、抽出された専門用語は、アダルト専門分野
のＷｅｂサイト２０に使用されている専門用語であるため、掲載禁止用語として用いるこ
とができる。そして、抽出した掲載禁止用語と共に、カタカナ用語リスト１５０３の用語
を掲載禁止用語として、掲載禁止用語辞書に登録してもよい。
【００８０】
　なお、本発明の専門用語抽出には、形態素解析を用いるが、形態素解析後の品詞の並び
を参照して、連続した単語を抽出してもよい。つまり、単独では専門用語とならない単語
でも、単語同士を組み合わせた場合に、掲載禁止用語となる専門用語を抽出する。例えば
、単語「女子高生」と単語「画像」は、それぞれ一般的な用語であるが、２つの単語を組
み合わせた用語「女子高生画像」を、全字種用語として抽出する。そして、アダルト専門
分野のＷｅｂサイト２０のドキュメントデータにおいて、カタカナ用語「○○○」などと
の共起の強さを計算し、専門用語として特定する。そして、全字種用語「女子高生画像」
を掲載禁止用語として抽出できる。
【００８１】
［実施例２］
　以下、専門分野として、ロボット工学関連分野を対象とした実施例を説明する。
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【００８２】
　専門用語抽出装置１０を含むシステム１の構成及び機能ブロックは、図２と同様である
。ここでは、ＵＲＬリスト１５０１は、ロボット工学関連分野のＵＲＬが設定されたＵＲ
Ｌリスト１５０１ｄを使用する。
【００８３】
　又、専門用語抽出処理における実施形態は、図３と同様である。ここでは、クローラ部
１３０１が、ロボット工学関連分野のＵＲＬリスト１５０１ｄに基づき、ロボット工学関
連分野のＷｅｂサイト２０のドキュメントデータを収集し、コンテンツリポジトリ１５０
２に記憶する。そして、単語抽出部１３０２が、コンテンツリポジトリ１５０２のドキュ
メントデータを形態素解析し、カタカナ語彙と全字種の語彙を抽出する。ここで、全字種
の語彙は、全字種用語リスト１５０４に記憶する。
【００８４】
　次に、カタカナ用語抽出部１３０３が、カタカナ語彙の用語ごとに重要度を計算し、管
理者の設定する閾値以上の用語を特定するカタカナ用語特定処理については、図４と同様
である。そして、カタカナ語彙において特定した用語をカタカナ用語リスト１５０３に記
憶する。
【００８５】
　次に、専門用語抽出部１３０４が、カタカナ用語リスト１５０３と、全字種用語リスト
１５０４とにおいて共起の強い全字種用語を専門用語として特定する専門用語特定処理に
ついては、図５と同様である。ここで、シンプソン係数値とＴＦ・ＩＤＦ法とを用いた専
門用語特定処理の具体的な例について、図１１に基づき説明する。
【００８６】
　図１１は、実施例２に係る全字種用語リスト１５０４から抽出された全字種用語を示す
図である。ここで、ロボット工学関連分野のＷｅｂサイト２０のＷｅｂページデータから
抽出した全字種用語は、第１キー：シンプソン係数値、第２キー：ＴＦ・ＩＤＦ値でソー
トしている。そして、シンプソン係数値を求める際に、全字種用語の単独ヒット数の閾値
を８に設定し、低頻度な全字種用語を除いてある。又、全字種用語のＴＦ・ＩＤＦ値につ
いて、閾値を１５に設定し、どのカタカナ用語とも共起するような全字種用語を除いてあ
る。このようにして、共起ヒット情報に基づいて、「ロボ」、「ゲーム」、「大会」、・
・・といった、ロボット工学関連分野における全字種用語を特定している。
【００８７】
　そして、専門用語抽出部１３０４が、共起ヒット情報を基に、管理者が設定した閾値以
上の共起の強さを持つ全字種用語を、専門用語として抽出する。ここで、専門用語特定処
理後の全字種用語の具体的な例について、図１２に基づき説明する。
【００８８】
　図１２は、実施例２に係る専門用語特定処理後の全字種用語を示す図である。
【００８９】
　図１２に示すように、全字種用語リスト１５０４の全字種用語から、専門用語として、
「ロボ、ゲーム、大会、歩行、ＡＳＩＭＯ（登録商標）、ソニー（登録商標）・・・」と
いった全字種用語が抽出されている。又、全字種用語であったが、単独ヒット数の閾値を
設定することで、「アリーナ、ポケモン（登録商標）、ユニーク、・・・」といった全字
種用語を、専門用語とすることが回避されている。さらに、ＴＦ・ＩＤＦ値を用いて、「
Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ、ＴＯＫＹＯ、ｈｔｔｐ、・・・」といった全字種用語を、専門用語
とすることが回避されている。そして、抽出した専門用語と共に、カタカナ用語リスト１
５０３の用語を専門用語として、ロボット工学関連分野の専門用語辞書に登録してもよい
。さらに、専門用語をロボット工学関連分野の情報を収集するキーワードとして用いるな
ど、様々なことに用いることができる。
【００９０】
［共起ヒット情報の別の計算方法］
　以上、共起ヒット情報の計算方法は、シンプソン係数値とＴＦ・ＩＤＦ法とを用いて説
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明したが、シンプソン係数値に代えて、相互情報量値、ダイス係数値、ジャガード係数値
、コサイン類似度値を用いてもよい。ここで、カタカナ用語Ｘと全字種用語Ｙの共起の強
さを示す、相互情報量値は、数１５のように定義される。
【数１５】

　　｜Ｘ｜：カタカナ用語Ｘの単独ヒット数
　　｜Ｙ｜：全字種用語Ｙの単独ヒット数
　　｜Ｘ∩Ｙ｜：カタカナ用語Ｘと全字種用語ＹとのＡＮＤ検索でのヒット数
　　Ｎ：総ページ数
【００９１】
　次に、カタカナ用語Ｘと全字種用語Ｙの共起の強さを示す、ダイス係数値は、数１６の
ように定義される。
【数１６】

　　｜Ｘ｜：カタカナ用語Ｘの単独ヒット数
　　｜Ｙ｜：全字種用語Ｙの単独ヒット数
　　｜Ｘ∩Ｙ｜：カタカナ用語Ｘと全字種用語ＹとのＡＮＤ検索でのヒット数
【００９２】
　次に、カタカナ用語Ｘと全字種用語Ｙの共起の強さを示す、ジャガード係数値は、数１
７のように定義される。

【数１７】

　　｜Ｘ∩Ｙ｜：カタカナ用語Ｘと全字種用語ＹとのＡＮＤ検索でのヒット数
　　｜Ｘ∪Ｙ｜：カタカナ用語Ｘと全字種用語ＹのＯＲ検索でのヒット数
【００９３】
　次に、カタカナ用語Ｘと全字種用語Ｙの共起の強さを示す、コサイン類似度値は、数１
８のように定義される。

【数１８】
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　　｜Ｘ｜：カタカナ用語Ｘの単独ヒット数
　　｜Ｙ｜：全字種用語Ｙの単独ヒット数
　　｜Ｘ∩Ｙ｜：カタカナ用語Ｘと全字種用語ＹとのＡＮＤ検索でのヒット数
【００９４】
［専門用語抽出装置のハードウェア構成］
　図１３は、本発明の一実施形態に係る専門用語抽出装置１０（以下、単に専門用語抽出
装置と呼ぶ）のハードウェア構成を示す図である。
【００９５】
　専門用語抽出装置は、制御部１３０を構成するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓ
ｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１３１（マルチプロセッサ構成ではＣＰＵ１３２など複数のＣＰＵ
が追加されてもよい）、バスライン１０５、通信Ｉ／Ｆ（Ｉ／Ｆ：インターフェイス）１
２０、メインメモリ１７０、ＢＩＯＳ（Ｂａｓｉｃ　Ｉｎｐｕｔ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ）１８０、ＵＳＢポート１９０、Ｉ／Ｏコントローラ１６０、キーボード及びマウ
スなどの入力装置１１０、並びに表示装置１４０を備える。
【００９６】
　Ｉ／Ｏコントローラ１６０には、テープドライブ１５１、ハードディスク１５３、光デ
ィスクドライブ１５２、及び半導体メモリ１５４などの記憶部１５０を接続することがで
きる。
【００９７】
　ＢＩＯＳ１８０は、専門用語抽出装置の起動時にＣＰＵ１３１が実行するブートプログ
ラムや、専門用語抽出装置のハードウェアに依存するプログラムなどを格納する。
【００９８】
　ハードディスク１５３は、専門用語抽出装置として機能するための各種プログラム及び
本発明の機能を実行するプログラムを記憶する。
【００９９】
　光ディスクドライブ１５２としては、例えば、ＤＶＤ－ＲＯＭドライブ、ＣＤ－ＲＯＭ
ドライブ、ＤＶＤ－ＲＡＭドライブ、ＣＤ－ＲＡＭドライブを使用することができる。こ
の場合は各ドライブに対応した光ディスク１５２１を使用する。光ディスク１５２１から
光ディスクドライブ１５２によりプログラム又はデータを読み取り、Ｉ／Ｏコントローラ
１６０を介してメインメモリ１７０又はハードディスク１５３に提供することもできる。
又、同様にテープドライブ１５１に対応したテープメディア１５１１を主としてバックア
ップのために使用することもできる。
【０１００】
　専門用語抽出装置に提供されるプログラムは、ハードディスク１５３、光ディスク１５
２１、又はメモリーカードなどの記録媒体に格納されて提供される。このプログラムは、
Ｉ／Ｏコントローラ１６０を介して、記録媒体から読み出され、又は通信Ｉ／Ｆ１２０を
介してダウンロードされることによって、専門用語抽出装置にインストールされ実行され
てもよい。
【０１０１】
　上述のプログラムは、内部又は外部の記憶媒体に格納されてもよい。ここで、記憶媒体
としては、ハードディスク１５３、光ディスク１５２１、又はメモリーカードの他に、Ｍ
Ｄなどの光磁気記録媒体、テープメディア１５１１を用いることができる。又、専用通信
回線やインターネットなどの通信回線に接続されたサーバシステムに設けたハードディス
ク１５３又は光ディスクライブラリなどの記憶装置を記録媒体として使用し、通信ネット
ワーク３０を介してプログラムを専門用語抽出装置に提供してもよい。
【０１０２】
　ここで、表示装置１４０は、ユーザによるデータの入力を受け付ける画面を表示したり
、専門用語抽出装置による演算処理結果の画面を表示したりするものであり、ブラウン管
表示装置（ＣＲＴ）、液晶表示装置（ＬＣＤ）などのディスプレイ装置を含む。
【０１０３】
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　ここで、入力装置１１０は、ユーザによる入力の受け付けを行うものであり、キーボー
ド及びマウスなどにより構成してよい。
【０１０４】
　又、通信Ｉ／Ｆ１２０は、専門用語抽出装置を専用ネットワーク又は公共ネットワーク
を介して端末と接続できるようにするためのネットワーク・アダプタである。通信Ｉ／Ｆ
１２０は、モデム、ケーブル・モデム及びイーサネット（登録商標）・アダプタを含んで
よい。
【０１０５】
　以上の例は、専門用語抽出装置のハードウェア構成について主に説明したが、コンピュ
ータに、プログラムをインストールして、そのコンピュータを専門用語抽出装置として動
作させることにより上記で説明した機能を実現することもできる。従って、本発明におい
て一実施形態として説明した専門用語抽出装置により実現される機能は、上述の方法を当
該コンピュータにより実行することにより、あるいは、上述のプログラムを当該コンピュ
ータに導入して実行することによっても実現可能である。
【０１０６】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限るもので
はない。又、本発明の実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を
列挙したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の実施例に記載されたものに限定される
ものではない。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】本発明の一実施形態に係るシステム１の全体構成を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る専門用語抽出装置１０の機能ブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る専門用語抽出処理のフローチャートである。
【図４】本発明の一実施形態に係るカタカナ用語特定処理のフローチャートである。
【図５】本発明の一実施形態に係る専門用語特定処理のフローチャートである。
【図６】実施例１に係るカタカナ語彙を示す図である。
【図７】実施例１に係る共起ヒットの具体例を示す図である。
【図８】実施例１に係る全字種用語リスト１５０４の全字種用語をシンプソン係数値で降
順にソートした図である。
【図９】実施例１に係る全字種用語リスト１５０４から抽出された全字種用語を示す図で
ある。
【図１０】実施例１に係る専門用語特定処理後の全字種用語を示す図である。
【図１１】実施例２に係る全字種用語リスト１５０４から抽出された全字種用語を示す図
である。
【図１２】実施例２に係る専門用語特定処理後の全字種用語を示す図である。
【図１３】本発明の一実施形態に係る専門用語抽出装置１０のハードウェア構成を示す図
である。
【符号の説明】
【０１０８】
　１　システム
　１０　専門用語抽出装置
　２０　Ｗｅｂサイト
　３０　通信ネットワーク
　１５０１　ＵＲＬリスト
　１５０２　コンテンツリポジトリ
　１５０３　カタカナ用語リスト
　１５０４　全字種用語リスト
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